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介護保険次期見直し～①2割負担拡大問題②ケアプラ

ン有料化に焦点化。処遇改善も実効あるものとなるの

か疑問 
本日午前中大阪社保協介護保険対策委員会が開催され、日下部委員長から最新の介護保険次期見

直し議論について報告がありました。 

★社会保障審議会介護保険部会 11月 20日（第 129回）、12月 1日（第 130

回） 

① 2割負担対象拡大問題～介護 2割負担、対象拡大へ具体案 厚労省 年収 230万円以上

など選択肢 配慮措置も 

2027 年度に控える次の介護保険改正に向けて、大きな焦点となっている利用者負担の引き上

げをめぐる議論が山場を迎えている。【Joint 編集部】 

 

厚生労働省は 1 日に審議会（社会保障審議会・介護保険部会）を開き、利用者負担を実際に引き上

げる場合の具体案を俎上に載せた。 

現行、単身世帯で「年収 280 万円以上」となっている 2 割負担の対象者を、「年収 230 万円以上」か

ら「年収 260 万円以上」の範囲で拡大することを選択肢として提示。最も範囲が広い「年収 230 万円

以上」とする場合、高齢者の所得上位 30%、およそ 35 万人が新たに負担増になるとした。 



厚労省はあわせて、利用者負担の急激な変動を抑えるための「配慮措置」の導入も提案。当分の間

は月 7000 円を負担増の上限としたり、預貯金が少ない高齢者を 1 割に戻したりする選択肢を示した。 

今後、年内に具体案を固めるべく調整を進めていく。実際に 2 割負担の対象者を拡大するかどう

か、その際の所得基準をどうするかなどは政治決着となる。自維政権の判断に注目が集まりそうだ。 

審議会では意見が分かれている。「物価高騰が続くなか、高齢者の生活への影響が極めて大きい」

「サービスの利用控えによる重度化を招く」といった慎重論に対し、「制度の持続可能性の確保と現役

世代の負担軽減のため、能力に応じた負担の徹底は避けられない」「可能な範囲で対象を拡大すべき」

との反論も出た。 

会長代理を務める早稲田大学政治経済学術院の野口晴子教授は、「制度を支える側が減り、支えられ

る側が増える構造的な課題は、足元の物価高以上に深刻で先送りできない。将来のハードランディン

グを回避するためにも、一定の利用者負担の引き上げは絶対に必要」と促した。 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

【論点に対する考え方】 

○ 能力に応じた負担という全世代型社会保障の基本的な考えに沿って、負担の公平化を図る必要があ

るのではないか。また、第１号被保険者・第２号被保険者の保険料水準が継続的に上昇するなかで、

現役世代を含めた保険料水準の上昇をできる限り抑える必要があるのではないか。 

○ 要介護高齢者の消費支出の状況や、現役世代より高い傾向にある要介護世帯を含めた高齢者世帯の

貯蓄額の状況を踏まえると、現在の２割負担対象者以外にも、相対的に負担能力があり、負担が可能

と考えられる方に、２割負担の対象範囲を拡げることが考えられるか。 

○ この際、これまでの基準より収入が低い方に負担をお願いすること、また、医療と比べて利用が⾧

期に渡り、一定の費用がかかり続ける介護サービスの特徴等を踏まえた配慮が必要ではないか。 

○ このため、令和５年 12 月に本部会にも報告された大臣折衝や同時期に閣議決定された改革工程に

おいて、２割負担の検討の方向性として①負担増への配慮を行う観点から、当分の間、一定の負担上

限額を設けることや、②負担への金融資産の保有状況を反映すること等が掲げられていることを踏ま

え、こうした配慮措置をとることが考えられるか。なお、②の場合には、例えば新たに所得基準によ

り２割となる方については、預貯金等の額が一定の額未満の方は１割負担とすることが考えられる

が、すでに預貯金等を勘案し、利用者負担段階を設定している補足給付の運用を踏まえると、自治体

の事務負担に配慮する必要があるか。 

 

 

【解説】 

「2 割負担」拡大で、もし「年収 230万円以上」という線を引いた場合、年金月額 19 万 1666 円以上の方

は全て「2割負担」となり、「1 割負担」に戻すためには「預貯金等(有価証券、国際、地方債、社債、投資信

託、現金、負債等)」を示し申請することが必要となります。その際に「同意書」にサインすれば自治体は金融

機関へ照会することが可能となります。現在、金融機関への照会はオンライン照会システムの構築がすすん

でおり、かつてのような照会文書のやり取りは不要となり、マイナンバーがなくても財産の把握が簡単にでき

る状況となっています。 

 



 

② ケアマネジメント有料化問題～ケアプラン有料化、次期制度改正の検討項目に 厚労省 

厚生労働省は 1日の社会保障審議会介護保険部会で、次の介護保険制度改正で最大の焦点と

なる給付と負担について、2割負担の対象拡大、補足給付の見直し、「ケアプラン有料化」の

3 つに検討項目を絞る方針を示した。ケアプラン有料化を巡っては、依然として予断を許さ

ない状況だが、実現可能性は高まっている。 

同省はこの日、ケアプラン有料化について改めて提案。内容そのものは前回と変わらなか

ったが、文言を一部修正した。 

住宅型有料老人ホーム（該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む）への利用者負担の導

入については、現在、同省が検討している一部有料老人ホームへの事前規制に触れ、次のよ

うに提案した。以下、同省の資料より抜粋（太字と下線も）。 

事前規制の対象となる有料老人ホームについては、要介護者が集住し、要介護者へのサービ

ス提供を行う場としてその機能が深化し、自宅等の一般的な在宅とは異なる位置づけも有す

ることを踏まえ、拠点運営、ケアプラン作成、介護サービス提供が一体的に実施され、それ

ぞれについて一体的に利用者負担の対象としている施設サービスや特定施設入居者生活介護

等との均衡の観点から、特定施設入居者生活介護以外の「住宅型」有料老人ホーム（該当す

るサービス付き高齢者向け住宅を含む。）の入居者に係るケアマネジメントについて、利用者

負担を求めることについてどのように考えるか。 

 

■住宅型の負担導入、セルプラン悪用に「配慮」も 



前回、日本介護支援専門員協会の小林広美副会長から、セルフケアプラン制度の悪用を懸念

する声が上がったことから、同省は今回、「負担を避けるための登録逃れやセルフケアプラン

の悪用といったことが生じないよう、有料老人ホームの事前規制の導入の検討とあわせて、

現場の実態や関係者の意見を丁寧に伺いながら、実効的な方策を検討する」とした。 

この日の部会で小林副会長は、現行の 10割給付の維持を改めて強く要請。その上で、住宅

型有料老人ホームにおける利用者負担の導入については、「今後、一般の居宅介護支援への波

及がないか危惧している。現状では、施設と居宅の建付けは違うものであり、住宅型有料老

人ホーム、高齢者住宅等の線引きはなかなか難しいのではないか」と述べ、慎重な検討を求

めた。 

 

【解説】 

今回、「有料老人ホーム」でのみケアプラン有料化という案が出されました。たとう「有料老人ホーム」のみ

となっていても、ここから拡大していくことは火を見るより明らかです。 

 

■処遇改善 

介護職の賃上げ、最大月 1.9万円の「3階建て」 補正予算案の全容判明 生産性向上など要

件                              

政府は 28日、新たな総合経済対策の裏付けとなる今年度の補正予算案を閣議決定。厚生労

働省は同日午後、その中に盛り込んだ施策の概要を直ちに明らかにした。【Joint編集部】 

 

介護職の賃上げの財源として計上されたのは 1920 億円。政府はこれを原資として、全国の事

業所・施設に補助金を支給する方針を打ち出した。 

◆ 要件にケアプランデータ連携システムも 

今回の賃上げは 3階建てで設計された。 

1階は 1人あたり月額 1万円だ。介護職員だけでなく、居宅介護支援のケアマネジャーや

訪問看護の専門職など、幅広い介護従事者が対象となる。 

厚労省は介護報酬の「処遇改善加算」を取得していることを支給要件にすると説明。「処遇

改善加算」の対象外のサービスについては、これに準ずる支給要件を定める意向を示した。 

2階からは介護職員のみが対象となる。居宅介護支援のケアマネジャーらは対象外とされ

た。 

2階は 1人あたりプラス 5千円。生産性の向上や業務の協働化などに取り組む事業所・施

設が対象で、将来を見据えた体制整備を促す色彩がより濃くなる。支給要件は以下の通り、

サービス類型によって異なってくる。 

▷ プラス 5千円の支給要件 

◯ 訪問系、通所系サービスなど 

ケアプランデータ連携システムを導入している、または導入する見込み 

◯ 施設系、居住系、多機能系、短期入所系サービスなど 

「生産性向上推進体制加算」を取得している、または取得する見込み 



3 階の特徴は、補助金の使途が事業者の裁量に委ねられること。すべて賃上げに充てれば 1

人あたりプラス 4千円の規模だが、それを職場環境の改善などの経費に回すこともできる。 

支給要件は、現場の業務の棚卸し、課題の洗い出し、その改善方策の立案など。昨年度の補

正予算で支給された補助金と同様になる。 

 

◆ ケアマネは最大 1万円 

こうした 3階建ての補助金をすべて活用した場合、介護職員の賃上げ額は最大で月額 1万

9 千円となる。一方、居宅介護支援のケアマネジャーらは 1階部分のみのため、最大で月額 1

万円にとどまる。 

厚労省は補助金の支給にあたり、事業所・施設に計画書や実績報告書の提出を求める方

針。まずは、裏付けとなる補正予算案の今国会での早期成立を目指す。より具体的な支給要

件など補助金の詳細は、予算成立後に発出する実施要綱や通知で周知する構えだ。 

補助金の支給時期の見通しについて、厚労省の関係者は「全国の自治体と密に連携し、な

るべく早く現場の皆様に届けられるよう尽力したい」と話した。 

 

【用語解説】 

 生産性向上推進体制加算：下記の 3つのテクノロジーのうち、1 つ以上を使用する必要があります。 

① 見守り機器（利用者の離床状態等を感知し、職員に通知できる機器）、すべての居室に必置 

② インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資する ICT機器、同一の時間帯に勤務する全ての介護職

員が使用する必要あり 

③ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資する ICT 機器 

加算（Ⅰ）はそのうち１つ、加算（Ⅱ）はすべてを導入する必要があります。つまり、導入するためには設備投

資も必要で、一定の資金力がなければ導入できません。 

 

介護保険料不服審査請求についての取り組みを確認 

「口頭意見陳述」で各自治体に「声」をぶつけよう 
大阪社保協は、10月 16日「介護保険料対策会議」を開催し、従来から取り組んでいる介護保険料不

服審査請求運動についての取り組みを確認しました。 

9月に各市町村・行政区ごとに大阪府介護保険審査会に提出した「不服審査請求」について、「口頭意

見陳述」を申し立てる取組をすることになりました。口頭意見陳述は、書面だけでは言い表せない、主張

や気持ちを含めて審査会に対し口頭で審査会に対し述べることができる「権利」です。また、介護保険料

決定通知を行った自治体当局の担当者も出席しますので、意見陳述を行った後、「質問」をすることがで

きます。質問に対して自治体の担当者は「回答」をしなければなりません。またそのやりとりは録音され

審査会が文章化して後日送ってきてくれます。各地域ごとに、「言いたいこと」「聞きたいこと」をまとめ

て、口頭意見陳述を取り組みましょう。また、「傍聴」もできます。 



※昨年度は、大阪府庁周辺の会場で実施されました。2月 各自治体別に口頭意見陳 述実施。審査

会委員の出席なく、大阪府介護支援課による職員聴取。市町村の担当者出席有り、15分程度（陳述の

後、1問 1答で質疑応答を実施しました。 

  

 自治体との話し合いの場が制限されている中で「口頭意見陳述」は、自治体当局に直接声を届け、

回答を迫る絶好の機会です。 

★口頭意見陳述申立書提出  申立書（別紙）参照 

１２月１９日（金）午前 9時 50分に大阪府庁別館 1階ロビー集合） 

※受付会場が狭いため各地域・団体で口頭意見陳述申立書を取りまとめて持参してください。 

  

特に、第 9期介護保険料の「高い」自治体は、怒りの声を陳述しましょう。 

※高額介護保険料 基準月額 7000円以上 1位・大阪市、２位・守口市、３位・門真市、４位・松原市、５

位・堺市、６位・四條畷市、７位・東大阪市、８位・八尾市  

 

※取り過ぎ保険料（基金）を大量に残している自治体には「基金を取り崩して保険料を下げろ」「取り過

ぎ保険料を返せ」の声を陳述しましょう。 

 

※第 9期計画で基金金取崩見込額が保有額の７０％未満の「基金貯め込み自治体」は、１３市町村 

岸和田市、貝塚市、寝屋川市、松原市、柏原市、羽曳野市、高石市、泉南市、交野市、阪南市、熊取町、

豊能町、千早赤阪村   

 

 

口頭意見陳述及び口頭意見陳述に係る会議の公開についての申立書 

 

大阪府介護保険審査会会長 様 

  ２０２５年  月  日 

       

     

申立人 

住 所 

 

                   氏 名               

 

 申立人が提起した介護保険料賦課決定処分に対する不服審査請求について、口頭意見

陳述をしたいので申し立てます。 

 



 

 また、口頭意見陳述に係る会議については、下記の理由により、公開をしていただき

たいので申し立てます。 

 

なお、口頭意見陳述は、審査会委員が出席して聴取していただきますよう要請いたし

ます。 

 

                   記 

 

 

１ 申立人の主張を多くの方に訴えたいため。 

 

２ 申立人のプライバシー保護を要するものではないため。 

 

 

中央社保協「秋の国保改善運動交流集会」に参加しよう 
12月 7日(土)終日、ハイブリッドで「秋の国保運動改善交流集会」が開催されます。内容は別紙チラ

シのとおりですが、各地からの実践報告の内容も確定しました。 

① 国保料引下げ集団減免の取り組み（兵庫民商） 

② 国保統一化に対峙するたたかい（埼玉県社保協） 

③ 国保の資格確認書全員発行の取り組み） 

④ 外国人の医療・国保問題（大阪社保協） 

⑤ 国保の自治体窓口からの報告 

⑥ 宮城社保協からの報告 

⑦ 国保の一部負担減免の活用事例など 

 

大阪社保協・寺内事務局長は「外国人の医療・国保問題」について報告します。当日資料については中

央社保協ホームページにアップされていますのでご覧ください。

https://shahokyo.jp/2025%e5%b9%b412%e6%9c%887%e6%97%a5%e3%80

%8c%e7%a7%8b%e3%81%ae%e5%9b%bd%e4%bf%9d%e6%94%b9%e5%96

%84%e9%81%8b%e5%8b%95%e4%ba%a4%e6%b5%81%e9%9b%86%e4%bc

%9a%e3%80%8d/ 

オンラインで参加できますので、申し込みはチラシ右下のQRコードを読み込み、グーグルフォーム

でお申し込みください。 

 

 

https://shahokyo.jp/2025%e5%b9%b412%e6%9c%887%e6%97%a5%e3%80%8c%e7%a7%8b%e3%81%ae%e5%9b%bd%e4%bf%9d%e6%94%b9%e5%96%84%e9%81%8b%e5%8b%95%e4%ba%a4%e6%b5%81%e9%9b%86%e4%bc%9a%e3%80%8d/
https://shahokyo.jp/2025%e5%b9%b412%e6%9c%887%e6%97%a5%e3%80%8c%e7%a7%8b%e3%81%ae%e5%9b%bd%e4%bf%9d%e6%94%b9%e5%96%84%e9%81%8b%e5%8b%95%e4%ba%a4%e6%b5%81%e9%9b%86%e4%bc%9a%e3%80%8d/
https://shahokyo.jp/2025%e5%b9%b412%e6%9c%887%e6%97%a5%e3%80%8c%e7%a7%8b%e3%81%ae%e5%9b%bd%e4%bf%9d%e6%94%b9%e5%96%84%e9%81%8b%e5%8b%95%e4%ba%a4%e6%b5%81%e9%9b%86%e4%bc%9a%e3%80%8d/
https://shahokyo.jp/2025%e5%b9%b412%e6%9c%887%e6%97%a5%e3%80%8c%e7%a7%8b%e3%81%ae%e5%9b%bd%e4%bf%9d%e6%94%b9%e5%96%84%e9%81%8b%e5%8b%95%e4%ba%a4%e6%b5%81%e9%9b%86%e4%bc%9a%e3%80%8d/


 


